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論文

地方法人課税の改革※

橋 本 恭 之

要 旨

平成16年度決算における道府県税収に占める税収シェアは、道府県民税法人税割が

5.0%、道府県税法人均等割が1.0%、事業税（法人分）が28.5%であり、これらを合計する

と34.5%にも達する。さらに、法人課税の税収のほとんどが大都市圏、特に東京へ集中し

ている。

これらの現状をふまえると地方法人諜税は抜本的な見直しが必要である。地方固有の

租税原則に則して考えれば、応益性の観点からは大企業以外の事業税の外形標準化が、

普遍性の観点からは法人税割りの見直しが必要だ。本稿では、道府県税における法人税

割りの廃止と事業税の完全外形標準化の 2つの地方法人課税の改革案を検討することに

した。法人税割り廃止の財源としては、地方消費税の税率引き上げ (0.27%) を想定し

た。シミュレーションの結果として、このような改革案により税収の偏在が大幅に改善

されることがわかった。
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経済学文献季報分類番号： 13-11 ; 13-15 ; 13-25 

地方法人課税の見直しについて

第1節はじめに

2007年夏の参議院選挙での自民党の敗北は、 「格差」問題への対応をクローズアップする

ことになった。ひとつは、近年における所得格差の拡大への対応、いまひとつは、地域格差

拡大への対応である 1)。このうち、地域格差拡大への自民党の対応策として打ち出された

のが「ふるさと納税」と「地方法人 2税見直し」である。

※ 本稿は、し財）関西杜会経済研究所での研究プロジェクト「受益と負担のあり方に関する研究会」におけ

る成果の一部を加筆・修正したものである。

1)所得格差拡大については、ジニ係数で測った課税前所得の不平等度が時系列的にみると、悪化してき

ていることから問題視されている。しかし、この課税前所得の不平等化については、その原因は、人

口の高齢化によってほぼ説明できるという見方が学界での主流である。所得格差問題については、呉

(2007)力汀洋しい。
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ふるさと納税とは、個人住民税の納税に際して、個人に納税地の選択をさせようというも

のである。都市部の地方出身者が住民税を出身自治体で納税すれば地域間の税収格差の是正

につながるというわけだ。ふるさと納税は、 2009年以降の個人住民税において、寄付金税制

を活用することで実施されることになった 2)。

地方法人 2税の見直しとは、東京など都市圏に税収が集中する、法人事業税、法人住民税

を改正しようとするものである。 2007年12月19日に発表された「平成20年の税制改正の大

綱」によると「消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法

人事業税の一部を分離し、次のように地方法人特別税を創設する。」とされ、 「地方法人特

別税の税収の全額を人口等一定の基準により都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税を創設

する。」こととなった 3) 0 

このような地域間税収格差への対応が相次いで打ち出された背景には、三位一体改革が挙

げられる。小泉構造改革の一貫として実施された改革であり、具体的には国庫補助負担金の

削減、交付税の削減と引き替えに国から地方へ税源移譲を行う改革である。このうち税源移

譲は、総額で 3兆94億円であり、 2006(平成18)年度については、所得譲与税で実施され、

2007 (平成19)年度からは税率表改正を伴った形で実施された。地方税である個人住民税の

税率表は、 10%(道府県 4%、市町村 6%)の均一税率となった。三位一休改革では、これ

まで地方に手厚く配分されてきた国庫補助負担金や交付税を削減し、地方税を増税したこと

により、都市部、とりわけ東京都に大幅な税収増大をもたらすことになった。都市部の地方

税収増大は、地方交付税の交付団体にとっては、地方交付税の減少をもたらす。しかし、三

位一体改革以前から不交付団体であった東京都では、地方税収増大がそのまま歳入の増大に

つながる。東京都での大幅な歳入増大は、オリンピックの開催など東京での歳出増加へつな

がる可能性が高い。そこで、東京など都市部に税収が集中している地方法人 2税の税収を地

方へ再配分する案が浮上したわけだ。

今回打ち出された地方法人2税の見直しは、国・地方の税体系の抜本的見直しまでの暫定的

な措置として位置づけられている。近い将来に予定されている国税・地方税の抜本的改革にお

2)改正前の税制においても、地方自治体へ個人が寄付した場合寄附金控除の適用対象になっていた。しか

し、寄付金控除の対象となるのは、 10万円を超える寄付金のみであり、寄付金控除対象の上限も総所得金

額の25%に制限されていた。今回の改正では寄付金控除の適用下限額を5,000円に引き下げ、上限は30%に

引き上げられた。さらに所得控除から税額控除方式へ改正され、寄付金に対する控除率は、道府県民税

について4%、市町村民税について6%と設定された。なお、国税の寄付金控除は所得控除のままである。

3)地方法人特別税の税率は、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税さ

れる法人の所得割額に対する税率が148%、所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額

に対する税率が81%とされた。この改正は、 2008年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
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いて地方法人課税を如何なる方向で見直しすべきかを検討することが本稿の目的である。

本稿の具体的な構成は以下の通りである。第 2節では、都道府県別の地方法人課税の税収

シェアなど各種の統計データにより地方法人課税の現状を把握する。第 3節では、地方税固

有の租税原則に則した形で、地方法人課税の改革の方向性を議論し、独自の改革案が実施さ

れた場合の各都道府県の税収への影響をシミュレーションする。第 4節では、本稿で得られ

た結果をまとめ、地方法人課税の見直しについての私見を述べることにする。

第2節 地方法人課税の現状

この節では、地方法人課税の現状を各種の統計データを用いて検証することにする。図 1

は、財務省による法人実効税率の国際比較を描いたものである。わが国の法人課税の実効税

率は40.69%であり、アメリカについで高いことがわかる。しかし、この法人実効税率の高さ

は、国税と地方税をあわせた場合にいえることである。国税のみでの比較では日本の実効税

率は30%を切っており、フランス、イギリス、中国よりも低くなっている。フランス、イギ

リス、中国では地方法人課税が存在しない。日本の法人税の実効税率は、地方税を加えると

これらの国よりも高くなってしまう。国際的にみると地方法人課税の存在が法人税の実効税

率を引き上げているわけだ。

次に、平成16年度決算における地方税収の税目別割合を示したものが表 1である。この表

によると道府県税収に占める税収シェアは、道府県民税法人税割が5.0%、道府県税法人均等

割が1.0%、事業税（法人分）が28.5%であり、これらを合計すると34.5%に達する。一方、市

町村税収に占める税収シェアは、市町村民税法人税割が9.5%、市町村民税法人均等割が2.1%

であり、これらを合計すると 11.6%となる 4)。この表からは、特に道府県税が法人課税に過

度に依存している状況が浮き彫りになる。

図2は、法人課税の税収依存割合を都道府県別に描いたものである。ここで、道府県の法

人課税としては、法人事業税と法人住民税を、市町村の法人課税としては、法人住民税を取

り上げた。この図からは、道府県、市町村ともに、東京都、大阪府など大都市圏において、

税収に占める法人課税の比率が高いことが指摘できる。

次に、図 3は、都道府県別の法人事業税、道府県法人住民税、市町村法人住民税の税収

シェアを描いたものである。各道府県がどの程度法人課税に依存しているかでなく、法人課

税の税収が各都道府県にどのように配分されているかを示したものである。この図では、法

人課税の税収の多くが大都市圏に配分されており、とりわけ東京には約25%の税収が集中し

ていることが読み取れる。

4)市町村税における法人の負担としては固定資産税も存在する。
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図 1 法人実効税率の国際比較

40 

35 

30 

25 

20 

15 「27.89

4075% 

31.91 

3865% 

33.33% 

33.33 

33.00% 

3000% 
2800% 

30CO 
置 28.CO

33.CO 

25.0J 

2750% 

25.00% 

2500 

5 

゜日本（東京都）ア幻力（力）フォルニ7')'1・1) ドイツ（全ドイツ平均） フランス イギ）ス 屯国 韓国（ソウル）
【2007年まで】【2008年以降l 【2008年3月まで】【200晦 4月以降】 【2007年まで】【2008年以降】

（麟ごこl~詮昇翌〕良攣x喜讐ぷJ[グ年虹'""'' 法人税室n °"'虹磁
営謡位：2Cfi ピ茎紐：1俎 1 ノ j [ ][ J [ふ人虹,,.Jt込税宰お·][E栢::~]

（注） 1上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税

率を合計したものである。

2. 日本の法人事業税については、外形標準課税の対象となる資本金 1億円超の法人に適用される税率を用いて

いる。なお、このはか、付加価値割及び資本割が課される。

3. アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦

税・州税 (7.5%、付加税［税額の17%]) ・ 市税 (8.85%) をあわせた実効税率は45.95%となる。また、一部

の州では、法人所得課税が課されない場合もあり、例えばネバダ州では実効税率は連邦法人税率の35%とな

る。

4. ドイツでは、 2007年 7月に「2008年法人税改革法」が成立し、 2008年 1月から法人税率の引下げ、及び営業

税の損金算入の否認等の課税ベースの拡大が実施されることとなった。

5. ドイツの法人税は連邦と州の共有税 (50: 50)、連帯付加税は連邦税である。なお、営業税は市町村税であ

り、営業収益の 5% (2008年以降3.5%) に対し、市町村ごとに異なる賦課率を乗じて税額が算出される。本

資料では、連邦財務省の発表内容に沿って、賦課率400%(連邦財務省発表の全ドイツ平均値）に基づいた

場合の計数を表示。なお、従来、継続的に比較対照を行ってきたデュッセルドルフ（賦課率445%)では、

法人実効税率は39.78%(国税21.57%、地方税18.20%)、2008年法人税改革後の法人実効税率は31.4%(国税

15.83%、地方税15.58%) となる見込みである。

6. フランスでは、別途法人利益社会税（法人税額の3.3%) が課され、法人利益社会税を含めた実効税率は

34.43%となる（ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額から76.3万ユーロの控除が行われる

が、前記実効税率の計算にあたり当該控除は勘案されていない）。なお、法人所得課税のほか、法人概算課

税及び識業税（地方税）が課される。

7. イギリスでは、 2007年 7月に「2007度歳入法」 （税制改正）が成立し、 2008年 4月から法人税率の引下

げ、減価償却制度の見直し等が実施されることとなった。

8. 中国の法人税は中央政府と地方政府の共有税（原則として60: 40) である。

9. 中国では、 2007年3月に「企業所得税法」が成立し、 2008年 1月から法人税率の引下げ、及び研究開発費に

係る損金算入の拡充等の措置が実施されることとなった。

10韓国の住民税においては、上記の所得割のほかに資本金額及び従業員数に応じた均等割が課される。

出所：財務省ホームページ http:/ I www.mof.go.jp/jouhou/ syuzei/ siryou/084.htm引用。
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表 1 地方税収の税目別割合（平成16年度決算）

231 

道府県税 税額（百万円） 割合（％） 市町村税 税額（百万円） 割合（％）
道府県民税 3,398,623 23. 5 市町村民税 7,668,558 40.3 
個人均等割 46,843 0. 3 個人均等割 137,468 0.7 
所碍割 2,125,519 14. 7 所得割 5,328,853 28.0 
法人均等割 141,032 1 0 法人均等割 397,030 2.1 
法人税割 722, 152 5. 0 法人税割 1,805,207 9.5 
利子割 273,552 1 9 固定資産税 8,806,106 46.2 
配当割 43,729 0. 3 土地 3,484,481 18.3 
株式等譲渡所得割 45,795 0. 3 家屋 3,623,049 19.0 
事業税 4,338,874 30 0 償却資産 1,600,274 8.4 
（個人分） 215,565 1. 5 純固定資産税小計 8,707,805 45 7 
（法人分） 4,123,309 28.5 交付金 88,658 05 

地方消費税 2,613,934 18. 0 納付金 9,643 0.1 
譲渡税 2,153,452 14. 9 軽自動車税 145,857 0.8 
貨物割 460,483 3. 2 市町村たばこ税 868,038 4.6 
不動産取得税 456,402 3. 2 鉱産税 1,420 0.0 
道府県たばこ税 282,555 2.0 特別土地保有税 7,462 0.0 
ゴルフ場利用税 63,837 0.4 法定外普通税 983 0.0 
特別地方消費税 118 0.0 旧法による税
自動車税 1,713,074 11. 8 入湯税 24,195 

｝ 
鉱区税 409 

｝ 
事業所税 291,603 

狩猟者登録税 都市計画税 1,236,129 8 1 
法定外普通税 45, 101 0 4 水利地益税 94 
道府県固定資産税 16,494 共同施設税
旧法による税 22 法定外目的税 1,354 0.0 
自動車取得税 450,883 3. 1 計 19,051,799 100 0 
軽油引取税 1,099,912 7. 6 
入猟税 '' 

狩猟税 2,583 0.0 
法定外目的税 4,185 0.0 
計 14,487,006 100 0 

出所） 『地方税に関する参考計数資料集」平成18年度版引用。

図2 都道府県別の法人課税の依存割合（平成16年度決算額）
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出所） 『地方税に関する参考計数資料集』平成18年度版より作成。
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図3 法人課税の都道府県別税収シェア（平成16年度決算額）
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出所） 『地方税に関する参考計数資料集』平成18年度版より作成。

これまでのグラフでは、都道府県別に税収総額を比較してきた。しかし、各都道府県の人

D規模の違いが各都道府県の税収格差を生じている可能性もある、そこで、図 4は、各都道

府県の法人住民税（道府県、市町村）、法人事業税の税収額を人ロ一人あたりに直して描い

たものである。人ロ一人あたりでみても、法人課税の税収が東京に偏在していることがわか

るだろう。

次に事業税についての税収配分について示したものが図 5である。外形標準化前の数字

は、 2003(平成15)年度決算の事業税の税収額、外形標準化後の数字は2004(平成16)年度

決算における事業税の税収額である。事業税に関しては、 2004(平成16)年4月から部分的

な外形標準化が実施されている。具体的には課税ベースのうち、 4分の 1外形標準課税、 4

分の 3は所得課税のままとされた。外形標準化される部分は、 1991,,...__,1999年の平均税収（大

法人分）の 4分の 1 (約5,100億円分）である。外形標準には、付加価値割と資本割が採用

された。この外形標準化の対象は、資本金 1億円を超える法人だけである。資本金等 1億円

超の法人に対する事業税の税率は、表 2に示した通りである。
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図4 都道府県別一人あたり税収
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奈 歌児

海森手城田形島城木馬玉葉京川潟山 JI[井梨野阜岡知重賀都阪庫良山取根山島口島川媛知岡賀崎本分崎島縄

県 県県

道県県県県県県県県県県県都 県県県県県県県県県県県府府県県 牒県県県県瞑県県県惧県県県県県 県

I 四法人住民税（道府県）園法人事業租五痣人住五税（市町村〗

出所） 『地方税に関する参考計数資料集』平成18年度版より作成。

この2004年度から実施された部分的な事業税の外形標準化によって税収の偏在度がどのよ

うに変化したかを示すために変動係数を求めると、外形標準化前の変動係数が1.7933である

のに対して、外形標準化後には1.864となる 5)。部分的な外形標準化のもとで、改革前より

も税収の偏在度が高まってしまったことがわかる 6)。2004年度から実施された事業税の外

5)変動係数は、標準偏差を平均値で除したものであり、データの散らばり具合を示す指標である。ゼロに

近づくほど散らばりが少ないことを示す。

6) ここでの税収の偏在度は、改革前後の税収配分の数字をそのままみたものである。 2004年の方が税収の

偏在度が高いのは、景気の回復により都市部を中心に事業税の税収が増加したことも関係している。部

分的な外形標準化が実施されていなかった場合には、税収の偏在度は一層高まった可能性もある。
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形標準化の当初の目的は、赤字法人であっても公共サービスからの利益を受けていることか

ら応分の負担を求めるべきとの考え方から、赤字法人に課税できない所得課税から付加価値

等の外形標準に変えるというもの、さらに所得ベースでの法人課税のもとでの大都市圏への

税収の偏在を是正するというものであった。しかし、最終的には外形標準化の対象が大企業

ヘ限定されたために、税収の偏在度是正にはつながらなかったことになる。

図5 外形標準化前後の法人事業税税収（単位：百万円）
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奈 歌児

海森手城田形島城木馬玉葉京川潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良山取根山島口島川媛知岡賀崎本分崎島縄
県 県県

道県県県県県県県県県県県都 県県県県県瞑県県県県県府府県県 県県県県県県県県県県県県県県県 県

I口外形標準化前□外彪標準化後」

出所） 『地方税に関する参考係数資料集』各年版より作成。

表2 資本金等1億円超の法人に対する事業税の税率 (2004年税制）

課税標準 税率

付加価値割 0.48% 

資本割 02% 

所得割

年400万円以下 38% 

年400万円超800万円以下 5.5% 

年800万円超および清算所得 7.2% 

ただし、 3以上の都道府県に事務所等を有する法
7.2% 

人で資本金等1000万円移譲の法人の所得
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表3 都道府県の超過課税の状況（単位 百万円）

235 

平 成 16年度 平成 15年度 比 較

区 分 団体数 収入額 団体数 収入額 団体数 増減額

(A) (B) (C) (D) (A) - (C) (B) -(D) 

道府県民税個人均等割 2 459 1 115 1 344 

道府県民税法人均等割 3 5,327 2 5,154 1 173 

道府県民税法人税割 46 95,251 46 83,385 11,866 

事業税法人分 7 98,216 7 84,338 13,878 

自 動 車 税 1 53 1 53 

へ目 計 199,306 172,993 26,313 

出所） 『地方財政白書』 （平成18年度）引用。

次に、超過課税の現状についても見ておこう。表3は都道府県の超過課税の現状を示した

ものである。 2004年度（平成16年度）において、超過課税の大部分は、法人税割の道府県民

税 (46団体）と事業税の法人分 (7団体）に対して行われている。個人均等割に超過課税を

実施している団体は2004年度で 2団体にすぎない。このように超過課税の大部分が、地域住

民にとって直接の負担感が生じない法人課税に対して行われているのが実状である。表4は

市町村の超過課税の状況を示したものである。この表からは、都道府県と同様に超過課税の

大部分が法人課税に依存している状況がわかる。

表4 市町村の超過課税の状況

平成 16年度 平成 15年度 比 較

区 分 団体数 収入額 団体数 収入額 団体数 増減数
(A) (B) (C) (D) (A) - (C) (B) -(D) 

市 町 村 民 税 1,226 243,101 1,420 214,346 △ 194 28,775 

個 人 均 等 割 19 20 △ 19 △ 20 

所 得 割

法 人 均 寺Aヤ 割 491 14,151 550 13,848 △ 59 303 

法 人 税 額 1,214 228,950 1,403 200,478 △ 189 28,472 

固 ,-"--. 疋 資 産 税 207 38,425 260 39,063 △ 53 △ 638 

土 地 207 12,331 260 12,582 △ 53 △ 251 

家 屋 207 16,473 260 16,380 △ 53 93 

償 却 資 産 207 9,621 260 10,101 △ 53 △ 480 

軽 自 動 車 税 24 501 29 483 △ 5 18 

鉱 産 税 12 ， 12 ， 
入 ｛ヽ‘勿日 税 2 21 2 25 △ 4 

1日法 に よ る 税

ムロ 計 282,056 253,926 28,130 

注） 『市町村民税法人税割』には、東京都が徴収した市町村税相当額 (70,997百万円）を含む。

出所） 『地方財政白書』 （平成18年度）引用。
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表5 大阪府の法人住民税（年額）

資本等の金額が50億円超の法人

資本等の金額が10億円超50億円以下の法人

資本等の金額が1億円超10億円以下の法人

資本等の金額が1千万円超1億円以下の法人

資本等の金額が1千万円以下の法人等

注） （ ）内は、平成13年 3月31日以前に開始した事業年度に適用される税率。

160万円 (80万円）

108万円 (54万円）

26万円 (13万円）

7.5万円 (5万円）

2万円 (2万円）

表5は、都道府県のなかで法人均等割へ超過課税をおこなっている例として大阪府の事例

をとりあげたものである。大阪府の超過課税は資本金階級で 5階級に分かれており、資本金

等の金額が50億円超の法人に対して160万円の超過課税が実施されている。法人へ超過課税

をおこなっている理由として、大阪府はホームページで「大阪府では、危機的な財政状況の

下、大阪の再生に向けた様々な取り組みを重点的に推進するため、法人府民税均等割の超過

課税を次のとおり実施しています。」と説明している。

表6 全国の森林保全等に関する税の状況

●導入済導入議決済 17県(H17,1g末現在） （導入議決順）

課税の仕組み
税円cJx，ノ,<i:百.万, 区分 屎名 税の名称 議決 施行 主な目的 基金の創設等

方式 個人 法人

高知啜 森林環境税 H15.2 HIM- 森保林全の公益的楼能の低下の予防1::よる森林環境の 県（均民等税割超）過課税 500円／年 500円／年 140 r森林環境保全基金J

岡山盛 おかやま森づくり県民税 H15、11 H16、4- 森挙林棠のの推公進益的機能の堂要性にかんがみた森林保全 禁（均民等税割超）過諜税 500円，／年 均等割額0)5% 520 既くり存棠の民「基お金かJやのま活森用づ

熟取漿 森林環境保全税 H16、2 H17.4- 森の林保の全公及益び的森楼林を能守のり持裔続て的る発意揮揺ののた醸め成の森林環境 県（均民等税絣超）過課税 300円／年 均等割額の3% 100 「森林環境保全基金J

! 鹿児忌県 森林環境税 H16,6 森李林棠のの公推進益的機能の堡要性にかんがみた森林保全 県（均民等税割超）過課税 500円／年 均等割額の5% 3$0 
-、-、

贔 総根県 水と緑の森づくり税 H!6.12 H17,4- 荒策廃の推森進林の再生による水と緑の森づくりに関する施 県（均民等税割超）過課税 500円／年 均等割額の5% 195 f金水Jと緑IJ)森づくり基

‘’ 
森の林保の全及公び益森的林機と能共の生覚す要る性文に化かのん創が造みた森林環境 泉（均民等税割超）過課税愛媛県 森林環境税 H16、12 Hl7.4- 500円／年 均等割額の5% 356 f森林環境保全基金」

山口県 やまぐち森林づくり県民税 H17、2 H17.4- 森み林た森の林多の面整的楼餓能の持続的発揮の愛要性にかんが 啜（均民等税割超）過課税 500円／年 均等割額の5% 380 

熊本県 水とみどりの森づくり税 H17.2 H17.4- 森林の公益的機能の維持増進 県（均民等税割超）過課税 500円/年 均等窮額(!)5% 420 f金水Jと緑の森づくり基

福恩県 森林環境税 Hl7、2 H18-4- 森の林保の全公及益び的森機林を能守のり璽育要て性るに意か森んのが醸み成た森林環境 県（均民等税割超）過課税 1,000円／年 均等割額の10% 1,000 

兵障喋 県民緑税 H17.2 H18.4- 緑び再の生公益的機能の十分な発揮のための緑の保全及 県（均民等税割超）過課税 800円／年 均等割額の10% 2.100 f菜民緑蒸金J

z : 
奈良県 森林環境税 H17.2 Hl84- 森の林保IJ)全及公益び的森機林を能守IJ)り盤裔要て性るに意か媒んのが醸み成た森林環境 県（均民等税割超）過課税 500円／年 均等割額の5% 300 

大分梨 森林環境税 H17.2 H18.4- の森林保全の公及益び森的林機を能守のり蜃育要て性るに意か識んのが醸み成た森林環境 県（均民等税割超）過課税 500円／年 均等割額の5% 290 

$ 
滋賀県 琵盤湖森林づくり県民税 H17.6 H18.4- 琵的機琶湖能のが水発源揮さかれんる簑森J林裂づ土くのり保の全た等めのの森抱林策の公益 県（均民等税割超i過諜税 800円／年 均等割額の11% 600 

機良能質なの水保の全安•再定生的確保を図るための懐全な水徳環 県（均民等税割超、過所課得税割）

（均等割）300円／年

全f神•奈再/!I生県茎水金源J 環境保神奈Jlj県 個人県民税1こ係る超過課税 H17.9 Hl9.4-

"万ぽ"円"得以'割下）の所部得分金額700
3,800 

g 

県

県（均民等税含超胆過課税岩手県 いわての森林づくり漿民税 H17.12 H184- 森林の公益的機能の維持増進及び持続的な発揮 1,000円／年 均等割額の10% 710 

静険県 もりづくり県民税 H1712 Hl8.4- 森森林林のの再公益生的槻能の簗要性にかんがみた荒廃した 県（均民等税割超）過諜税 400円／年 均等割額の5% 840 

和数山県 紀のOO森づくり税 Hl7.12 H19.4- 森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造 県（均民等税割超）過課税 500円／年 均等割額の5% 260 f紀のOO森づくり甚金」

出所）山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jp/barrier /html/ zeimu/images/29044801733.pdf 引用。
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この大阪府の事例に見られるように、これまで多くの地方団体は、超過課税を個人ではな

く、法人に求めてきた。これは法人課税が住民にとって直接的な負担感がなく、比較的超過

課税の提案が議会を通りやすかったためだと思われる。しかし、近年では、超過課税を法人

だけでなく、個人に求める動きも出てきた。表6は、全国の森林保全等に関する税の状況を

示したものである。森林保全に関する費用を調逹するという日的で、高知県が平成15年から

実施したのをはじめとして、全国に環境関連を目的とした超過課税の事例が増えてきてい

ることがわかる。法人に対する均等割も導入されているものの高知県では個人と同じわずか

500円となっており、資本金階級別に法人にのみ多額の超過課税を求めているのとは異なる

状況であることがわかる。

第 3節 地方法人課税の改革案

この節では、地方の法人課税の状況をふまえて、地方法人課税のあるべき姿について検討

する。租税原則に立ち戻った場合には地方法人課税はどのように改革すべきかを検討したう

えで、具体的な地方法人課税の改革案を提示し、その改革案が地方団体の税負担配分に如何

なる影響を与えるかを見ることにした。

(1)租税原則からみた地方法人課税

地方税には、効率、公平、簡素という租税原則に加えて、地方税固有の租税原則が存在す

る。応益性、負担分任、普遍性、安定性と伸張性などである。応益性とは、公共サービスから

の受益に応じて、税を負担すべきという考え方である。負担分任とは、行政サービスの受益者

である地域住民がその行政サービスを分担すべきだという考え方である。いわば会費的な性格

として税を捉えようというのである。普遍性とは、税源と税収が普遍的、つまりどの地域で

も課税対象となるものが存在し、かつ税収が見込めなければならないというものである。

安定性と伸張性は、一見矛盾する原則である。伸張性は高度成長期において重視されてい

た考え方であり、都市圏での人口急増にともなって拡大する行政需要に対応するために、地

方税の税収の伸びが必要だったためである。しかし、近年のバブル期から、その後の長期に

わたる不況期の状況をみると、地方税収の急激な伸びと、その後の減少という歳入面での不

安定さが、地方財政の運営自体の安定性を欠くものにしてしまった。このため近年になって

重視されているのが安定性である。

地方への法人課税は、これらの地方税固有の租税原則のなかでは、応益性、負担分任、伸

長性の観点からその存在が正当化されてきた。しかし、法人住民税の大部分は、法人税割り

であり、事業税はその一部が外形標準化されたものの、対象は大企業のみであり、地方法人

11 
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課税の大部分は、法人所得への課税となっている。所得を課税ベースとする限りは、赤字法

人は課税できないことになる。赤字法人であっても道路や港湾施設などの公共財を利用する

ことで受益を受けていることを考えると、応益性、負担分任の考え方に沿って地方法人課税

が構築されているとはいえないことになる。また、伸長性は、人口増大時代の租税原則であ

り、すでに人口減少時代に突入した我が国においては、税収の安定性が重視されるべきであ

る。普遍性の観点からは、前節でみたように法人課税の税収は大都市圏に集中されており、

税収の偏在を是正する措置が必要だということがわかる。

したがって、地方固有の租税原則に則して考えれば、応益性の観点から大企業以外の事業

税の外形標準化が、普遍性の観点から法人税割りの見直しが必要だといえよう。

(2)改革案

そこで、本稿では、道府県税における法人税割りの廃止と事業税の完全外形標準化の 2つ

の地方法人課税の改革案を検討することにした。法人税割りの見直しにおいて道府県税だけ

を考慮したのは、税収に占める法人課税の比率が道府県税の方が顕著であること、市町村の

方が財政力格差が大きく、零細な市町村でば法人税割り廃止による税収減が深刻な財政難を

図6 地方法人課税と地方消費税の一人当たり税収（平成16年度決算）

11300 

1,400 

1200 

0

0

 

0

0

 

n

~

8

 

一人
当
た
り
税
収

゜゚
6
 

（
万
円

400 

200 

北育岩宮秋山福茨栃群 j奇千束神新宮石福山長鼓静愛三滋京大兵奈和烏品岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖
奈 歌児

海森手城田形烏城木馬王葉京 Ill 潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良山取桟山島口烏 Ill 媛知岡賀崎本分崎品縄
澳 県県

道県県県県県県県県県県県都 県県県県県県県県県県県府府県県 県県県県県県県県県県県県県県県 県

I口法人課税□地方消費税：

出所） 『地方税に関する参考係数資料集』より作成。
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もたらすことを懸念したためである。法人税割り廃止の財源としては、地方消費税の税率引

き上げを想定した。図 6に示したように、一人あたりの税収は、法人住民税と比べるとあき

らかに地方消費税のもとで平準化されることになる。 2004(平成16)年度決算額の都道府県

別の一人当たり税収の変動係数を求めると、法人住民税（道府県） 0.41489775に対して、地

方消費税が0.086796194となっていることからも、地方消費税の方が普遍性の観点からすぐ

れた税であることがわかる。

平成16年度決算によると法人税割（道府県）の税収は、 7,221.52億円となっている。した

がって、この法人税割り廃止の財源をまかなうためには現在 1%相当にすぎない地方消費税

の税率を0.27%ポイントだけ引き上げればよいことになる。地方消費税の税率引き上げは、

必ずしも消費税の税率の引ぎ上げを必要としない。図 7に示したように消費税の税収は、税

率 1%相当部分が地方消費税、 23.6%相当が地方交付税の財源となり、地方へ配分されてい

る。この地方交付税部分の比率を引き下げれば、地方消費税の税率引き下げは不要となる。

消費税率の引き上げについては、この法人税割りの廃止の財源としてでなく、歳入歳出一体

改革において、 2011年度に国のプライマリーバランスを均衡させるのに最低限必要なだけ引

き上げる際にあらためて検討すべきだろう。現行制度のもとでは、国の財政再建のために消

費税率を引き上げれば、税制改正をおこなわなくても、税収の20%が自動的に地方消費税と

なるため、地方消費税の税収が増大することになるからだ7) 0 

4 % 

≪too≫ 

図7 消費税の使途

消接税収4%+
地方消栽税収1%
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出所）財務省ホームページ http:/ I www.mof.go.jp/jouhou/ syuzei/ siryou/122.htm。

7)国の消費税収4%相当分に対しては、 25%が地方消費税となる。
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図8 道府県法人税割廃止、地方消費税引き上げによる税収配分の変化
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出所） 『地方税に関する参考係数資料集』より作成。

図9 事業税の完全外形標準化の効果
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出所） 『地方税に関する参考係数資料集』より作成。

図8は、道府県の法人税割りを廃止し、地方消費税の税率を引き上げた場合に、都道府県

間の税収配分がどのように変化するかを描いたものである 8)。大都市園に税収が集中して

いる法人税割りの廃止と地方消費税の引き上げの組み合わせにより、地域間の税収格差が大

8)改革後の税収配分は、現行の法人税割りの税収を都道府県別の地方消費税のシェアで比例配分したもの

である。
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幅に是正されることが見て取れる。税収減は、東京、大阪、愛知が主であり、

241 

三重、神奈川

はわずかに減少、その他の道府県は増加し、東京への税収の集中が大幅に是正できる。

次に、事業税の課税ベースを完全に外形標準化した場合の都道府県間の税収配分の変化

額を示したものが図 9である。外形標準としては、付加価値基準を採用した 9) 0 この図で

は、東京都の税収が大幅に減少し、愛知、大阪、静岡などの都道府県を除く、ほとんどの都

道府県で税収が増加することが読み取れる。事業税を完全に外形標準化した場合の変動係数

は、 1.793363523から1.360998807へ低下し、税収格差が縮小することになる。

最後に、法人税割り廃止、地方消費税引き上げと事業税の完全外形標準化の双方を組み合

わせた場合に各都道府県の税収配分がどのように変化するかを描いたものが図10である。道

府県税全体の変動係数は1.289044845から1.15194まで低下し、税収の偏在度が改善されるこ

とになるだろう。

図10 事業税完全外形標準化と道府県法人税割り廃止による税収配分の変化
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出所） 『地方税に関する参考係数資料集」より作成。

第4節 むすび

本稿で得られた結果をまとめることでむすびとしよう。地方税の租税原則に則して考えれ

ば、応益性の観点から大企業以外の事業税の外形標準化が、 普遍性の観点から法人税割りの

見直しが必要となる。本稿では、道府県税における法人税割りの廃止と事業税の完全外形標

9)完全外形標準化後の税収配分は、外形標準実施前の2003年の税収を2004年度の県民経済計算における県

内純生産のシェアで配分することで求めた。
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準化の 2つの地方法人課税の改革案のシミュレーションをおこなった。シミュレーションの

結果として、このような改革案により税収の偏在が大幅に改善されることがわかった。

「平成20年度の税制改正の大綱」の大綱において、暫定的に実施されることになった「法

人2税の見直し」も、税収の偏在を改善することはできる。しかし、その暫定的措置では、

地方法人課税の税収を都市部から地方へ移転するにすぎず、法人課税への依存度を下げるこ

とにはつながらない。元来、法人課税は、地方税としてはなじまない租税である。地方税

は、国税とは違い地方公共サービスヘの対価としての側面が強いからだ。イギリスやフラン

スなど地方税は、法人に課税せず、個人にのみ負担をもとめている国もある。

また、法人税は、最終的な負担がどこに落ち着くのかが不明確な税でもある。経済学的に

は、法人への課税は、株主配当の減少、経営者の報酬の減少、従業員の報酬の減少、生産物

価格の上昇を通じた消費者の負担増加、内部留保の減少を通じた株主のキャピタルゲインの

減少のいずれかをもたらすことになる。

2007年9月28日に公表された経済産業省による企業へのアンケート調査では、法人税率引

き下げにより、短期的には① 「投資にまわす」 (68.7%)② 「債務の返済」 (48.5%)③ 「給

与や雇用に反映」 (37.3%)④「内部に留保」 (31.8%)⑤「株主へ還元」 (26.4%) という

回答が得られている。法人への地方課税の依存度を引き下げることにより、投資が促進され

経済が活性化されることにより、間接的に家計にもプラスの影響が生じる可能性もあるわけ

だ。

「地方法人 2税の見直し」における暫定的な措置は、三位一体改革の負の側面である東京

への税収集中と過疎地域での財源不足を解消するための臨時的措置としてはやむを得ないの

かもしれない。しかし、これらの負の側面は、地方交付税の抜本的な改革が見送られたため

に生じたものである。現行の地方交付税制度は、財源不足の地方団体への財政移転はおこな

われるものの、東京のように過剰な財源を生じている地方団体から財源不足の団体への財政

調整機能は有していない。都道府県間の財政調整を可能にするような抜本的な地方交付税改

革をおこなったうえで、個人への課税を中心とした地方税体系の確立が待たれるところであ

る。
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